
平成１１年（行ケ）第１９７号　審決取消請求事件
平成１１年１０月７日口頭弁論終結
　　　　　　　　　判　　　　　　決
　　　　原　　　　　　告　　　　株式会社マニュファクテューる
　　　　代表者代表取締役　　　　【Ａ】
　　　　訴訟代理人弁護士　　　　杉浦　宏
　　　　被　　　　　　告　　　　特許庁長官　【Ｂ】
　　　　指定代理人　　      　　【Ｃ】
　　　　同　　　　　　　　　　　【Ｄ】
  　　　同　　　　　　　　　　　【Ｅ】
       　　　　　主　　　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　特許庁が平成１０年審判第７１０号事件について平成１１年５月１７日にした審
決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実　
１　特許庁における手続の経緯
　　原告は、指定商品を商標法施行令別表第２５類の「洋服、コート、セーター
類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、和服、エプロン、えり巻き、靴下、
ショール、スカーフ、足袋、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、ずきん、
ヘルメット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類
（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう、靴保護金具」を除く。）、靴
合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手、靴びょう、靴保護金具、げた、草履類、運動用
特殊衣服、運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）、乗馬靴」（後に、「洋服、コー
ト、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、和服、エプロン、えり巻き、靴
下、スカーフ、ネクタイ、ネッカチーフ」に補正。）として、別紙審決書の理由別
紙本願商標欄記載のとおりの商標（以下「本願商標」という。）について、平成６
年１２月１日に商標登録出願（平成６年商標登録願第１２１３５３号）をしたとこ
ろ、発送日を平成９年１２月１２日とする拒絶査定を受けたので、平成１０年１月
１２日に拒絶査定不服の審判を請求した。
　特許庁は、同請求を平成１０年審判第７１０号事件として審理した結果、平成１
１年５月１７日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本
は同年６月２日に原告に送達された。
２　審決の理由
　　別紙審決書の理由のとおり、本件商標は、商標登録第２３２７７３４号商標
（別紙審決書の理由別紙引用商標欄記載のとおりの商標。以下「引用商標」とい
う。）に類似する商標であって指定商品が同一又は類似であるから、商標法４条１
項１１号に該当すると認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
　　審決は、本願商標の称呼を誤認し、その結果、本願商標と引用商標の称呼が異
なることを看過し、さらに、本願商標と引用商標の図形に大きな差異があるため本
願商標と引用商標は類似しないことを看過したものであって、違法であるから、取
り消されるべきである。
１　本願商標の称呼について
　　本願商標のようにローマ字を大文字で表記した場合には、「ＵＣＬＡ」（カリ
フォルニア州立大学ロサンゼルス校）を「ユーシーエルエイ」と読むように、一般
的にはアルファベット一文字一文字を区切って明確に発音することが普通である。
英和辞典などの表記においても、ローマ字の大文字で表記した場合には、特別に意
味をなさない語や略語については、アルファベット一文字一文字を区切って発音し
ている。
　　原告は、当初、英語で「素晴らしく可愛らしくかつ革新的服装」の意味を持
つ「Splendidly Pretty and Radical Apparel」という言葉を思いついたが、このま



までは長すぎるので、その略語として「ＳＰＲＡ」とし、更に本願商標のようなデ
ザインを加えて本願商標の商標登録出願をしたものである。このように本願商標
は、「Splendidly Pretty and Radical Apparel」の観念を背景として成立した文字
の略語として案出されたものである。そして、本願商標のような「子音・子音・子
音・母音」という構成を有する文字群を有する略語は、一般に英語読みが困難であ
るため、自然に、無理に英語読みしないで、アルファベット読みすることになるも
のである。
　　以上のとおり、本願商標の称呼は「エス・ピー・アール・エイ」である。ま
た、本願商標の「ＲＡ」の部分については、「ラ」の音が自然に生じることもある
から、本願商標は、「エスピーラ」と称呼されることもあると考えられる。
２  本願商標と引用商標の称呼の類似性について
　　現在のわが国の英語教育・英会話教室の普及や海外旅行の増加によって、英語
の使用人口は増加しており、欧米人が「Ｒ」と「Ｌ」を全く別の文字として発音す
ることはよく知られ、今日の日本語においては、「Ｒ」と「Ｌ」の文字は極めて注
意深く区別されている。このような発音上の事情から、本願商標と引用商標は、全
体として称呼するときは、互いに相紛れることはない。
　　文部省は、小学生の段階から会話に主体をおく英語教育を実施し、「ＲＩＧＨ
Ｔ」（右）も「ＬＩＧＨＴ」（光）も同じ発音であるとするような考え方を根本的
に改めていこうとしている基本姿勢を、既に国の内外に向かって明確に表明してい
るのである。審決は、このような事実を無視し、ただ単にそれらが誤って使われて
いる現状を追認しようとしているのみであって、失当である。
３  本願商標と引用商標が類似しないことについて
　　本願商標と引用商標の図形には大きな差異があり、両者は全く別個のものであ
ることが一目瞭然である。本願商標と引用商標が称呼において異なる事実に、この
点をも加えて判断すれば、本願商標と引用商標が商品の出所の混同を生じることは
ないから、本願商標と引用商標は類似しない。
第４　被告の反論の要点
１  本願商標の称呼について
　　本願商標は、わが国において親しまれている英語の発音の例にならい、「Ｓ
Ｐ」の文字部分を「スプ」と、「ＲＡ」の文字部分を「ラ」とそれぞれ称呼され、
全体として「スプラ」と称呼されるのが自然である。
　　全体として一語を表したものと理解されるその構成態様からして、本願商標に
は、「エス・ピー・アール・エイ」の称呼は生じない。仮に一般的に考えた場合に
は、「エス・ピー・アール・エイ」の称呼が生じ得るとしても、冗長であり、簡易
迅速を旨とする商取引の実際にはなじみにくいため、採用されないものというべき
である。
　また、本願商標の「ＳＰＲＡ」の文字は、全体として一体不可分の造語として看
取され、いずれの部分も分離しにくい構成よりなるものであるから、これを「Ｓ
Ｐ」と「ＲＡ」の各文字部分に分離し、前半をアルファベット読み、後半をローマ
字読みにして「エスピーラ」と称呼することは不自然である。
２  本願商標と引用商標の称呼の類似性について
　　日本語においては、「Ｒ」と「Ｌ」を区別する音はなく、「ＲＡ」と「ＬＡ」
を日本語の５０音図中の文字に置き換えると、いずれも「ら」と表記され、「ラ」
と発音される。したがって、日本人にとって、「Ｒ」と「Ｌ」を区別して発音する
ことも、聴別することも極めて困難である。そして、外来語でも、例えば「ＲＩＧ
ＨＴ」（右）と「ＬＩＧＨＴ」（光）を区別することなく、「ライト」と発音して
いるのが実情である。
　　そうすると、本願商標と引用商標は、その音を区別することなく、いずれも
「スプラ」と称呼されることになる。
３  本願商標と引用商標の類似性について
　　取引社会の実情を考慮すれば、商品が口頭あるいは電話によって売買されるこ
とも少なくないから、自他商品の識別において商標から生ずる称呼を無視すること
はできない。本願商標と引用商標は、「スプラ」という同一の称呼を生ずるもので
あり、称呼の同一性という観点に重きを置くべきであるから、たとい、観念におい
て比較すべくもなく、外観において差異を有するものであるとしても、両商標は、
称呼を同一にするため全体として紛れるおそれのある、類似する商標というべきで
ある。
第５　当裁判所の判断



１  本願商標から生ずる称呼について
(1)　本願商標の「ＳＰＲＡ」は、外国の文字であるローマ字で書かれたものであ
る。
　わが国においては、外国語のうちでは英語の普及率が圧倒的に高く、商業広告で
も、英語が使用される頻度が他の外国語が使用される頻度よりも非常に高いことは
当裁判所に顕著であり、この事実によれば、ローマ字で書かれた商標に接した者
は、その発音を知らない場合であっても、一般には、自己の有する英語の知識に従
って、これを英語風に読もうとするものと解される。
　そして、例えば、乙第１号証（「ヴィクトリー・アンカー英和辞典」株式会社学
習研究社１９９６年４月１日発行）にみられるように、いずれもよく知られている
英語であって「ＳＰ」の綴りで始まる「ＳＰＯＯＮ」、「ＳＰＲＡＹ」、「ＳＰＲ
ＩＮＧ」及び「ＳＰＲＩＮＫＬＥＲ」は、それぞれ「スプーン」、「スプレイ」、
「スプリング」及び「スプリンクラァ」のように発音され、やはりいずれもよく知
られている英語であって「ＲＡ」の綴りで終わる「ＣＡＭＥＲＡ」、「ＯＰＥＲ
Ａ」及び「ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ」は、それぞれ「キャメラ」、「オペラ」及び「オ
ーケストゥラ」のように発音されるなど、英語においては、最初の「ＳＰ」の文字
が「スプ」、最後の「ＲＡ」の文字が「ラ」のように発音されることが多いことは
当裁判所に顕著である。そうすると、一般の取引者・需要者は、本願商標の「ＳＰ
ＲＡ」を、「ＳＰ」について「ＳＰＯＯＮ」、「ＳＰＲＡＹ」、「ＳＰＲＩＮＧ」
及び「ＳＰＲＩＮＫＬＥＲ」等の発音などから類推して「スプ」と読み、「ＲＡ」
について、「ＣＡＭＥＲＡ」、「ＯＰＥＲＡ」及び「ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ」等の発
音などから類推して「ラ」と読み、その結果、全体を「スプラ」と称呼するものと
認められる。
(2)ア　原告は、本願商標のようにローマ字を大文字で表記した場合には、一般的に
はアルファベット一文字一文字を区切って明確に発音することが普通であり、英和
辞典などの表記においても、ローマ字の大文字で表記した場合には、特別に意味を
なさない語や略語については、アルファベット一文字一文字を区切って発音してい
ると主張する。しかし、乙第２号証（「コンサイス外来語辞典　第４版」１９８９
年１０月１０日株式会社三省堂発行）によれば、「ＮＡＳＡ」（米国航空宇宙局）
は「ナサ」、「ＮＡＴＯ」（北大西洋条約機構）は「ナトー」、「ＯＰＥＣ」は
「オペック」のように、英語風に読めるものは、英語風に読むことも多いことが認
められるから、ローマ字を大文字で表記した場合でも、必ずしもアルファベット一
文字一文字を区切って明確に発音することが普通であるということはできない。
　　また、原告は、本願商標について、「Splendidly Pretty and Radical 
Apparel」の観念を背景として成立した文字の略語として案出されたものであり、
「子音・子音・子音・母音」という構成を有する文字群を有する略語は、一般に英
語読みが困難であるため、自然に、無理に英語読みしないで、アルファベット読み
することになる旨主張する。
　しかし、一般の取引者・需要者が、本願商標が略語であるか否かを知るものとは
認められない。また、「子音・子音・子音・母音」という構成を有する文字群を有
する略語であっても、英語風に読めないものはともかくとして、英語風に読めるも
のがアルファベット読みされるのが普通であると認めるに足りる証拠はなく、かえ
って、乙第２号証に掲載されたものの中にも、「子音・子音・子音・母音」という
構成を有する文字群を含む「ＮＡＭＦＲＥＬ」（フィリピンの公正選挙推進民間団
体）を「ナムフレル」と読む例が見いだされるところである。
　そして、「エス・ピー・アール・エイ」の称呼と「スプラ」の称呼を比較した場
合には、前者の方が冗長であることは明らかであるから、取引において、前者が後
者より好まれるとは認められない。
　以上のとおり、「ＳＰＲＡ」については、「エス・ピー・アール・エイ」の称呼
が、「スプラ」の称呼よりも普通の称呼であるということはできないし、まして、
一般の取引者・需要者が「エス・ピー・アール・エイ」とのみ称呼して「スプラ」
と称呼しないほどに当然の称呼であるということはできない。したがって、本願商
標から「エス・ピー・アール・エイ」の称呼が生じないとはいえないにしても、そ
のことをもって、「スプラ」の称呼が生じないということはできないものといわざ
るをえない。
イ  原告は、本願商標から「エスピーラ」の称呼が生じるとも主張する。上記「エ
スピーラ」との称呼は、本願商標を「ＳＰ」と「ＲＡ」の各文字部分に分離し、前
半をアルファベット読み、後半をローマ字読みにした場合に発生するものである。



ところが、本願商標はその構成態様から一語を表したものと理解されるから、これ
を「ＳＰ」と「ＲＡ」とに分離して、それぞれ別々の方法で読むことが自然である
とは認められない。
　以上のとおり、本願商標について、「エスピーラ」の称呼が「スプラ」の称呼よ
りも普通の称呼であるということはできないし、一般の取引者・需要者が「エスピ
ーラ」と称呼して「スプラ」と称呼しないほどに当然の称呼であるということはで
きない。したがって、仮に本願商標から「エスピーラ」の称呼の生じる余地がある
としても、そのことをもって、「スプラ」の称呼が生じないということはできな
い。
２  本願商標と引用商標の称呼の類似性について
(1)　引用商標から「スプラ」の称呼が生ずることは明らかであるから、本願商標と
引用商標は、「スプラ」の称呼を共通にするものである。
(2)　原告は、欧米人が「Ｒ」と「Ｌ」を全く別の文字として発音することはよく知
られており、今日の日本語においては、「Ｒ」と「Ｌ」の文字は極めて注意深く区
別されているから、本願商標と引用商標は、全体として称呼するときは、互いに相
紛れることはないと主張する。
　　しかし、日本語においては、「ラ」行の音は一種類しかないため、例えば、乙
第３号証（「コンサイス外来語辞典　第４版」（株式会社三省堂１９８９年１０月
１０日第１０刷発行）に、「ｌｉｇｈｔ」も「ｒｉｇｈｔ」も「ライト」のよう
に、「ｌｏｖｅｒ」も「ｒｕｂｂｅｒ」も「ラバー」のようにそれぞれ表記されて
いることにみられるように、日本語を母国語とする者にとっては、「Ｒ」の音と
「Ｌ」の音は、両者を欧米人が区別して発音していることを知ると否とに関わら
ず、発音する時にも、聞く時にも、区別することが難しいことは、当裁判所に顕著
である。そうすると、一般の取引者・需要者は、本願商標の「スプラ」の称呼と引
用商標の「スプラ」の称呼とを区別することが難しいものと認められるから、両者
の称呼は、相紛れるものといわざるを得ない。
　英語等の欧米の言語を発音する際には、「Ｒ」の音と「Ｌ」の音とは区別される
べきであることは原告主張のとおりであるけれども、商標の類否は、わが国におけ
る一般の取引者・需要者を基準として判断すべきであるから、わが国における一般
の取引者・需要者において、現実に「Ｒ」の音と「Ｌ」の音とを区別することが難
しい以上、原告主張の事実は、前記認定を左右するに足りるものではない。
３  本願商標と引用商標の類似性について
　　取引の実情において、本願商標及び引用商標に係る各指定商品が、一般の取引
者・需要者により口頭あるいは電話によって売買されることを否定する理由はない
から、自他商品の識別において商標から生ずる称呼を無視することはできない。そ
うすると、本願商標と引用商標は、「スプラ」の称呼を共通にするものであって、
外観、観念についての相違を考慮しても、類似の商標というべきである。
４　以上のとおりであるから、 原告主張の取消事由は理由がなく、その他審決には
これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第６　よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟
法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
　　　東京高等裁判所第６民事部

　　　　　　　裁判長裁判官    　 山　　下　　和　　明
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　裁判官　　   春　　日　　民　　雄
                            　
　　　　　　　　　　裁判官　     山　　田　　知　　司


